
議第６１号 都市緑地法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

都市公園の再生・活性化，緑地・広場の創出及び都市農地の保全・活用を目的

として制定された都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）

等の施行に伴い，関係条例について所要の規定の整備を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

(1) 呉市都市公園条例の一部改正（第１条関係） 

ア 公園施設の建築面積に係る基準の特例の設定 

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）の一部改正により，都市公園内に

おいて，公募により選定された民間事業者が飲食店，売店等の公園施設（公

募対象公園施設）を設置する場合，地方公共団体が都市公園法施行令（昭和

３１年政令第２９０号）に定める基準を参酌し，条例で定める範囲内で，公

募対象公園施設の建築面積の当該都市公園敷地面積に対する割合（建蔽率）

を上乗せできることとなりましたが，その上乗せ割合を同令に定める基準と

同率の１００分の１０と定めます。 

  イ 都市公園に設ける運動施設の敷地面積に係る制限の設定 

都市公園内に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積

に対する割合は，都市公園法施行令で１００分の５０を超えてはならないと

定められていましたが，同令の一部改正により，地方公共団体が当該割合を

参酌して条例で定めることとされたことから，当該割合と同率の１００分の

５０と定めます。 

  ウ 都市公園法の一部改正に伴う引用条項の整理 

    都市公園法の一部改正により引用条項の移動が生じたため，関係規定を整

理します。 

(2) 呉市桑畑・郷原特別工業地区建築条例の一部改正（第２条関係） 

 (3) 呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正（第３

条関係） 

 (4) 呉市手数料条例の一部改正（第４条関係） 

 (5) 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正（第５

条関係） 

上記４条例については，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の一部改

正により，住居系用途地域の一類型として田園住居地域が創設されたこと及び

これに関連して建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部が改正された

ことに伴い引用条項の移動等が生じたため，各条例の関係規定を整理します。 

また，都市計画法及び建築基準法において「建ぺい率」の表記が「建蔽率」

に改められたことに伴い，呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例及び呉市手数料条例について字句の整理をします。 



【参考】田園住居地域について 

農業の利便の増進を図りつつ，これと調和した低層住宅に係る良好な住居

の環境を保護するため定める地域で，都市計画に田園住居地域と定められた

場合は，当該地域内では次の開発規制などがされることとなります。 

（開発規制） 

  ・現況農地における土地の造成や建築物の建築等を市町村長の許可制とす

る。 

・駐車場・資材置き場のための造成や土石等の堆積も規制対象とする。 

・市街地環境を大きく改変するおそれのある一定規模（３００平方メート

ルと規定）以上の開発等は原則不許可とする。 

   （建築規制） 

・建築可能な建築物を低層住居専用地域に建築可能な建築物及び農業用施

設に限定する。 

 

３ 施行期日 

第１条の規定 公布の日 

第２条から第５条までの規定 平成３０年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

 (1) 呉市都市公園条例（第１条の規定による改正部分） 

現   行 改 正 案 

目次 

第１章 （略） 

第１章の２  都市公園の設置基準等（第

３条の２―第３条の６  ） 

第２章～第５章 （略） 

付則 

目次 

 第１章 （略） 

 第１章の２ 都市公園の設置基準等（第

３条の２―第３条の６の２） 

 第２章～第５章 （略） 

 付則 

（公園施設の建築面積の基準の特例） 

第３条の６ （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 政令第６条第１項第２号に掲げる場合

に関する法第４条第１項ただし書の条例

（公園施設の建築面積の基準の特例） 

第３条の６ （略） 

２ 政令第６条第６項に掲げる場合に関す

る法第５条の９第１項の規定により読み

替えて適用する法第４条第１項ただし書

の条例で定める範囲は，当該公募対象公

園施設である建築物に限り，当該建築物

を設置する都市公園の敷地面積の１００

分の１０を限度として法第４条第１項本

文の規定により認められる建築面積を超

えることができる。 

３ 政令第６条第１項第２号に掲げる場合

に関する法第４条第１項ただし書の条例



で定める範囲は，同号に規定する建築物

に限り，当該都市公園の敷地面積の１０

０分の２０を限度として同項本文の規定

により認められる建築面積を超えること

ができる。 

で定める範囲は，同号に規定する建築物

に限り，当該都市公園の敷地面積の１０

０分の２０を限度として同項本文の規定

により認められる建築面積を超えること

ができる。 

３ 政令第６条第１項第３号に掲げる場合

に関する法第４条第１項ただし書の条例

で定める範囲は，同号に規定する建築物

に限り，当該都市公園の敷地面積の１０

０分の１０を限度として同項本文又は前

２項の規定により認められる建築面積を

超えることができる。 

４ 政令第６条第１項第４号に掲げる場合

に関する法第４条第１項ただし書の条例

で定める範囲は，同号に規定する建築物

に限り，当該都市公園の敷地面積の１０

０分の２を限度として同項本文又は前３

項の規定により認められる建築面積を超

えることができる。 

４ 政令第６条第１項第３号に掲げる場合

に関する法第４条第１項ただし書の条例

で定める範囲は，同号に規定する建築物

に限り，当該都市公園の敷地面積の１０

０分の１０を限度として同項本文又は前

３項の規定により認められる建築面積を

超えることができる。 

５ 政令第６条第１項第４号に掲げる場合

に関する法第４条第１項ただし書の条例

で定める範囲は，同号に規定する建築物

に限り，当該都市公園の敷地面積の１０

０分の２を限度として同項本文又は前各

項の規定により認められる建築面積を超

えることができる。 

 

 

 （新設） 

（都市公園に設ける運動施設の敷地面積

の制限） 

第３条の６の２  政令第８条第１項の条例

で定める割合は，１００分の５０とす

る。 

第２６条 法第５条の３ の規定により市

長に代わつてその権限を行う者は，この

章の規定の適用については，市長とみな

す。 

第２６条 法第５条の１１の規定により市

長に代わつてその権限を行う者は，この

章の規定の適用については，市長とみな

す。 

 

 (2) 呉市桑畑・郷原特別工業地区建築条例（第２条の規定による改正部分） 

現   行 改 正 案 

 （建築物の建築の制限） 

第２条 （略） 

(1) 法別表第２(ぬ)項第１号(1)から(24)

まで及び (29)から (31)までに掲げる事

業を営む工場並びに第２号又は第３号

に掲げるもの 

(2) 法別表第２(を)項第２号から第８号

までに掲げるもの（特別工業地区内に

立地する工場等の従事者のための共同 

 （建築物の建築の制限） 

第２条 （略） 

(1) 法別表第２(る)項第１号(1)から(24)

まで及び (29)から (31)までに掲げる事

業を営む工場並びに第２号又は第３号

に掲げるもの 

(2) 法別表第２(わ)項第２号から第８号

までに掲げるもの（特別工業地区内に

立地する工場等の従事者のための共同 



  住宅及び寄宿舎を除く。） 

２・３ （略） 

  住宅及び寄宿舎を除く。） 

２・３ （略） 

 

 (3) 呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（第３条の規定に

よる改正部分） 

現   行 改 正 案 

別表第２（第４条，第７条関係） 別表第２（第４条，第７条関係） 

１ 三条・海岸地区 １ 三条・海岸地区 

 建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

  建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

 容積率

の最高

限度 

（略）   容積率

の最高

限度 

（略）  

 (1) （略）   (1) （略）  

 (2) （略）   (2) （略）  

 ア （略）   ア （略）  

 イ 建築物の敷地面積に１か

ら法第５３条の規定による

建ぺい率の最高限度を減じ

た数値に１０分の２を加え

た数値を乗じて得た面積以

上の空地が確保されている

こと。 

  イ 建築物の敷地面積に１か

ら法第５３条の規定による

建蔽率 の最高限度を減じ

た数値に１０分の２を加え

た数値を乗じて得た面積以

上の空地が確保されている

こと。 

 

 ウ （略）   ウ （略）  

２ 栄町周辺地区 ２ 栄町周辺地区 

 建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

  建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

 容積率

の最高

限度 

（略）   容積率

の最高

限度 

（略）  

 (1) （略）   (1) （略）  

 (2) （略）   (2) （略）  

 ア （略） 

イ 建築物の敷地面積に１か

ら法第５３条の規定による

建ぺい率の最高限度を減じ

た数値に１０分の２を加え

た数値を乗じて得た面積以

上の空地が確保されている

  ア （略） 

イ 建築物の敷地面積に１か

ら法第５３条の規定による

建蔽率 の最高限度を減じ

た数値に１０分の２を加え

た数値を乗じて得た面積以

上の空地が確保されている

 

 



こと。 こと。 

 ウ （略）   ウ （略）  

３～６ （略）  ３～６ （略）  

７ 呉駅南地区 ７ 呉駅南地区 

 建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

  建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

 

 建築物

の用途

の制限 

（略）   建築物

の用途

の制限 

（略）  

 (1)～(4) （略）   (1)～(4) （略）  

 (5) 法別表第２（ち）項第２号

及び第３号に掲げる建築物 

  (5) 法別表第２（り）項第２号

及び第３号に掲げる建築物 

 

 (6) （略）   (6) （略）  

 （略） （略）   （略） （略）  

 （略） （略）   （略） （略）  

８ (略) ８ (略) 

９ 広駅前地区 ９ 広駅前地区 

 建 築 制

限 の 事

項 

区分 

地区 
建築制限の内容 

  建 築 制

限 の 事

項 

区分 

地区 
建築制限の内容 

 

 建 築 物

の 用 途

の制限 

（略） （略）   建 築 物

の 用 途

の制限 

（略） （略）  

 副 都 心

拠 点 ゾ

ー ン 及

び 暮 ら

し の 商

業 ゾ ー

ン 

（略）   副 都 心

拠 点 ゾ

ー ン 及

び 暮 ら

し の 商

業 ゾ ー

ン 

（略）  

 (1) （略）   (1) （略）  

 (2) （略）   (2) （略）  

 ア （略）   ア （略）  

 イ （略）   イ （略）  

 ウ （略）   ウ （略）  

 エ  法 別 表 第 ２

（ち）項第２号及

び第３号に掲げる

建築物 

  エ  法 別 表 第 ２

（り）項第２号及

び第３号に掲げる

建築物 

 

 オ （略）   オ （略）  

 （略） （略）   （略） （略）  

 高 度 利

用 促 進

ゾーン 

（略）   高 度 利

用 促 進

ゾーン 

（略）  

 (1) （略）   (1) （略）  

 (2) （略）   (2) （略）  

 ア （略）   ア （略）  

 イ  法 別 表 第 ２

（ち）項第２号に

掲げる建築物 

  イ  法 別 表 第 ２

（り）項第２号に

掲げる建築物 

 



 ウ （略）   ウ （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 （略） （略）   （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

10 苗代工業団地地区 10 苗代工業団地地区 

 建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

  建 築 制

限 の 事

項 

建築制限の内容 

 

 建築物

の用途

の制限 

（略）   建築物

の用途

の制限 

（略）  

 (1) 法別表第２（ぬ）項第１号

(1)から (24)まで及び (29)か

ら(31)までに掲げる事業（令

第１３０条の９の４各号（第

４号を除く。）に掲げる事業

を除く。）を営む工場並びに

同項第２号に掲げるもの 

  (1) 法別表第２（る）項第１号

(1)から (24)まで及び (29)か

ら(31)までに掲げる事業（令

第１３０条の９の７各号（第

４号を除く。）に掲げる事業

を除く。）を営む工場並びに

同項第２号に掲げるもの 

 

 (2) 法別表第２（を）項各号

（第１号を除く。）に掲げる

もの 

  (2) 法別表第２（わ）項各号

（第１号を除く。）に掲げる

もの 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

 （略） （略）   （略） （略）  

  

 

 (4) 呉市手数料条例（第４条の規定による改正部分） 

現   行 改 正 案 

別表第６（第２条関係） 

建築関係 

別表第６（第２条関係） 

建築関係 

 手数料を徴 

収する事務 

手数料の額   手数料を徴 

収する事務 

手数料の額  

 単位 金額   単位 金額  

 １～12 （略） (略） （略）   １～12 （略） (略） （略）  

 13 法第４８条第１

項ただし書，第２

項ただし書，第３

項ただし書，第４

項ただし書，第５

項ただし書，第６

項ただし書，第７

項ただし書，第８

１件に

つき 

180,000円   13 法第４８条第１

項ただし書，第２

項ただし書，第３

項ただし書，第４

項ただし書，第５

項ただし書，第６

項ただし書，第７

項ただし書，第８

１件に

つき 

180,000円  



項ただし書，第９

項ただし書，第１

０項ただし書，第

１１項ただし書，

第１２項ただし書

又は第１３項ただ

し書       

     （法第８

７条第２項若しく

は第３項又は第８

８条第２項におい

てこれらの規定を

準用する場合を含

む。）の規定に基

づく各用途地域に

おける建築物等の

用途の制限の特例

に係る許可の申請

に対する審査 

項ただし書，第９

項ただし書，第１

０項ただし書，第

１１項ただし書，

第１２項ただし書 

， 第１３項ただ

し書又は第１４項

ただし書（法第８

７条第２項若しく

は第３項又は第８

８条第２項におい

てこれらの規定を

準用する場合を含

む。）の規定に基

づく各用途地域に

おける建築物等の

用途の制限の特例

に係る許可の申請

に対する審査 

 14・15 （略） (略） （略）   14・15 （略） (略） （略）  

 16 法第５３条第４

項の規定に基づく

隣地境界線から後

退して壁面線の指

定がある場合等の

建築物の建ぺい率

の制限の特例に係

る許可の申請に対

する審査 

１件に

つき 

160,000円   16 法第５３条第４

項の規定に基づく

隣地境界線から後

退して壁面線の指

定がある場合等の

建築物の建蔽率 

の制限の特例に係

る許可の申請に対

する審査 

１件に

つき 

160,000円  

 17 法第５３条第５

項第３号に規定す

る建築物の建ぺい

率の制限の適用除

外に係る許可の申

請に対する審査 

１件に

つき 

33,000円   17 法第５３条第５

項第３号に規定す

る建築物の建蔽率 

 の制限の適用除

外に係る許可の申

請に対する審査 

１件に

つき 

33,000円  

 18～21 （略） (略） （略）   18～21 （略） (略） （略）  

 22 法第５９条第１

項第３号に規定す

る高度利用地区内

における建築物の

１件に

つき 

160,000円   22 法第５９条第１

項第３号に規定す

る高度利用地区内

における建築物の

１件に

つき 

160,000円  



容積率及び建ぺい

率並びに建築面積

の特例に係る許可

又は同条第４項の

規定に基づく高度

利用地区内におけ

る建築物の各部分

の高さの制限の適

用除外に係る許可

の申請に対する審

査 

容積率及び建蔽率 

 並びに建築面積

の特例に係る許可

又は同条第４項の

規定に基づく高度

利用地区内におけ

る建築物の各部分

の高さの制限の適

用除外に係る許可

の申請に対する審

査 

 23～32 （略） (略） （略）   23～32 （略） (略） （略）  

 33 法第８６条の６

第２項の規定に基

づく一団地の住宅

施設に関する都市

計画に定められた

基準に適合する総

合的設計による建

築物の容積率，建

ぺい率，外壁の後

退距離又は高さの

制限の適用除外に

係る認定の申請に

対する審査 

１件に

つき 

27,000円   33 法第８６条の６

第２項の規定に基

づく一団地の住宅

施設に関する都市

計画に定められた

基準に適合する総

合的設計による建

築物の容積率，建

蔽率 ，外壁の後

退距離又は高さの

制限の適用除外に

係る認定の申請に

対する審査 

１件に

つき 

27,000円  

 34～45 （略） (略） （略）   34～45 （略） (略） （略）  

備考 （略） 備考 （略） 

 

 (5) 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(第５条の規定に 

よる改正部分) 

現   行 改 正 案 

（開発行為等の許可の対象として指定す

る区域） 

第２条 法第３４条第１１号の規定により

条例で指定する土地の区域は，次の各号

に掲げる用途の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める区域（都市計画法施行令

（昭和４４年政令第１５８号）第８条第

１項第２号ロからニまでに掲げる土地の

区域を除く。）とする。 

（開発行為等の許可の対象として指定す

る区域） 

第２条 法第３４条第１１号の規定により

条例で指定する土地の区域は，次の各号

に掲げる用途の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める区域（都市計画法施行令

（昭和４４年政令第１５８号）第８条第

１項第２号ロからニまでに掲げる土地の

区域を除く。）とする。 



 (1) （略） 

(2) 次条第４号に規定する用途  前号ア

からウまでのいずれにも該当し，か

つ，次のいずれかに該当する区域 

  ア 法第９条第３項から第１０項まで

に規定する用途地域との境界から１

００メートル以内の区域 

イ （略） 

 (1) （略） 

(2) 次条第４号に規定する用途  前号ア

からウまでのいずれにも該当し，か

つ，次のいずれかに該当する区域 

  ア 法第９条第３項から第１１項まで

に規定する用途地域との境界から１

００メートル以内の区域 

イ （略） 

 


